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第一級海上特殊無線技士試験問題

(注）解答l主答えとして正しいと判断したものを－つだけ選びも答案月瓢の薔欄に正しくU2入（マーク）すること．

法規１２問

無線ｴ学１２間

２４問１時間｝ 法 規

〔ｌ〕次に掲げるもののうち、無線局の免許状に記載され

る率頁に該当しないものは、ど】、、

〔４〕総務大臣が無線局の発射する電波の質が総務省令で

定めるものに適合していないと認めるとき､その無線

局についてとられることがある措置は、次のどｵしれ
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免許を取り消される。

空中線の撤去を命じられる。
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臨時に電波の発射の停止を命じられる。

周波数又は空中線電力の指定を変更される。

〔２〕次の記述は､纈白に設置する無線航行のためのレー

ダーの条件に関する無線設備規則の規定である。

、内に入れるぺき字句を下の番号から選べ。

〔５〕船舶局が緊急通信を行ったとき､電波法の規定によ

り免許人がとらなければならない措置は、次のどれ

力も

「その船舶の無線設備､羅曾H醤その他の設備であっ

て重要なものの[二コに障害を与え､又は他の設備
によってその運用が妨げられるおそれのないように

設置されるものであること｡」

１．総務省令で定める手続により、総務大臣に報告

する。

2．速やかに所属海岸局長に通知する。

3．無線検査簿に記載する。

４．適宜の方法により総合通信局長ＯｌﾘWM総合通信

事務所長を含むb）に届け出る。
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〔３〕次に掲げる者のうち､無線従事者の免許が与えられ

ないことがある者はどｵu0ｺ､正しいものを次のうちか

ら選一：。

次の記述は､業務雷類の備付けに関する電波法の規〔６〕

定である。、内に入れるぺき字句を下の番号か
ら遇'、

「無線局には､正確な時計及び「旱1、無線業務
日誌その他総務省令で定める趨類を備え付けておか

なけ刎五ならな１，％」

1．刑法に規定する罪を犯し胴金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行を受けること

がなくなった日から２年を経過しなし渚

2．日本の国籍を有しない者

3．電波法の規定に違反し、３箇月以内の期間を定め

て無線i副肩iの業務に従事することを停止されその

停止の期間の満了の日から２年を経過しなし渚

4．無線従事者の免許を取り消され取消しの日から

２年を経過しなしv者
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第一級海上特殊無線技士試験問題

法 規

〔７］次の記述は､秘密の保護に関する電波法の規定で

ある｡[二.内に入れるぺき字句を下の番号から選
ペ

ロ

〔100次に掲げる率頁のうち、入港中の船舶の船舶局の運
用が認められない場合はどれか､無線局運用規則の規
定に照らし、次のうちから選'、

「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほ

か､特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受

してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを

、してはならな',別

1．総合通信局長（ を含む｡）

が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする
場合

２．中短波帯（１，６０６．５ｋＨｚから４，０００
ｋＨｚまでの周波数帯をいう｡）の周波数の電波を使

用して通報を他の船舶局に送信する場合

３．無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段

がなし場合であって、急を要する通報を海岸局に送

信する場合

４．２６．１７５ＭＨｚを超え４７０ＭＨｚ以下の周

波数の電波により通信を行う場合
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〔８〕無線電話通信において､応答に際し甥鴎１０分(海

上移1ｌｂ業務の無線局と通侭する航空機局に係る場

合は５分)以上経過しなければ通報を邑劃富すること

ができなし閻乎由があるとき、応淳倒項の吹に送信す

ることになっている事ｴ勵土、淡のと分功も

〔11〕適離通報を受信した船舶局は、直ちに誰にその通報

を通知しなけ河王ならないか、正しいものを次のうち

から週'、
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1．「お待ちください」及び呼出しを再開すべき時

刻

2．「どうぞ｣及び通報を受信することができない

理由

3．「お待ち<ださＷ、分で表ﾘﾗ傷田各の待つぺき時

聞及びその理由

4．「どうぞj及び分で表ﾌﾞｦ鰯各の待つぺき時間

〔1m次の記述は､適鰻の呼出し及び通報について､国際電

気通恒連合憲章の規定に沿って述ぺたものである。

、内に入れるぺき字句を下の番号から週/、

〔9〕船舶局が安封言号を§劃寳したときは、どうしなけ

ればならないか､電波法の規定に照らし、正しいも

のを次のうちから週`、

「無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、

、、絶対的優先順位において劃層iし､同標にこの
通報に応答し、及び直ちに必要な措置をとる義務を負

う｡」

１．できる限りその安全通信が終了するまで受信す

る。

2．自局に関係のないものであってもその安全i副言

が終了するまで受信する。

3．自局に関係のないことを砿露するまでその安全

通信iを劃富する。

4．一切の通信を中止してその安全i圃官を終了する

まで受信する。

自国の領海で発せられた場合には

公海で発せられた場合には

自国の領海及び公悔で発せられた場合には

いずｵu0勤ら発せらｵﾛﾐﾆｶを問わず
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平成２０年６月期

第＝級梅Lと特殊無線技士
｢法規」合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点 合格点４０点
配点

１問５点

３正答

￣

問題 正答

〔1〕 １

〔2〕 ３

〔３〕 ４

〔４〕 ３

〔５〕 １

〔６〕

〔７〕

〔8〕

〔９〕

〔10〕

〔11〕

２

〔12〕 ４
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